
 

 

 

物価高騰が続くなか、プレミアム商品券事業による地域活性化を目的として、以下の「新温泉町プ

レミアム商品券事業実施要領」に基づき、登録事業者を募集します。 

登録を希望する事業者は、別紙の「令和 7 年度 新温泉町プレミアム商品券事業 登録申込書（様

式 1 号）」を、新温泉町商工会へ提出してください。 

なお、昨年度に本事業へ登録された事業者（辞退した事業者を除く）は、再申込の必要はありませ

んが、登録内容の変更や利用促進の PR を希望される場合は、申込書を提出してください。 

※PR文は商工会のホームページに随時掲載いたしますので、ぜひ販促活動にご活用ください。 

【ご注意】 

本事業は、昨年度と同様に、大型小売店舗（※実施要領 24）で取扱制限がされておりますので、

あらかじめご了承ください。 

 

☆ 令和 7 年度新温泉町プレミアム商品券（ゆかいな商品券）事業実施要領 

１．名 称 令和 7 年度新温泉町プレミアム商品券事業 

２．事 業 主 体 新温泉町商工会 

３．事 業 期 間 令和 7 年 4 月 1 日（火）から令和 8 年 2 月 28 日（土） 

４．プレミアム率 共通券および応援券ともに 20％ 

５．発 行 総 額 150,000,000 円（うちプレミアム分 25,000,000 円） 

６．使 用 期 間 令和 7 年 8 月 1 日（金）から令和 7 年 12 月 31 日（水） 

７．購入対象者 令和７年 4 月 1 日現在で、新温泉町内に住民票を有する者 

８．商 品 券 の 

セット内容 

商品券の額面は 1,000 円とし、登録事業者で使用でき、商品券の内容は次の通り。 

（１）共通券：1,000 円×5 枚（全登録事業者で使用可能） 

（２）応援券：1,000 円×7 枚（大型小売店舗以外の中小登録事業者で使用可能）  

各券を 1 冊にまとめ 1 セットとする。 

９．購 入 限 度 1 人当たり 5 セット（50,000 円）を限度とする。 

10．申 込 期 間 令和 7 年 6 月 1 日（日）から令和 7 年 6 月 25 日（水） 

11．申 込 方 法 以下のいずれかで申込可能。 

（１）購入申込書の郵送 

（２）二次元コードによる申込 

12．抽 選 会 申込期間に指定の方法で申込後、抽選会を実施する。 

13．当 選 通 知 当選者にはハガキで通知する。 

14．販 売 方 法 当選者は販売期間内で購入する。（期限後の購入は不可） 

 

令和７年度 新温泉町プレミアム商品券（ゆかいな商品券） 

 登録事業者募集案内 

必ず裏面もお読みください。 



15．販売の日時 

および場所 

（１）販売期間：令和 7 年 7 月 25 日（金）～令和 7 年 7 月 27 日（日） 

（２）販売場所：新温泉町商工会本所もしくは温泉支所 

    ※ 7 月 26 日（土）・27 日（日）は 本所のみ で販売 

（３）当選者は、当選通知と身分証明書を持参し、現金で支払う 

（４）当選者は、購入を第三者に委託可能。 

ただし、当選通知に署名し、購入者が持参すること。 

16．利用者周知 （１）登録店舗証を掲示し、プレミアム商品券の取扱店舗を周知 

（２）チラシや二次元コードを活用し、利用者へ登録店舗を周知 

17．登録事業者 新温泉町内に事業所を有し、本事業の趣旨に賛同する事業者 

18．登 録 方 法 登録を希望する事業者は、令和 7 年度新温泉町プレミアム商品券事業登録申込書（

様式 1 号）にて申し込む。 

19．登録店舗一覧 登録事業者は、商品券購入時に渡す登録店舗一覧に、利用促進の PR を記載可能。 

20．取 扱 登 録 

  申 込 期 間 

申込受付は随時行うが、登録店舗一覧で利用促進 PR を希望する場合は、令和 7 年

4 月 30 日（水）までとする。 

21．登録店舗証 登録事業者は、登録店舗証を利用者に分かりやすく掲示する。 

22．事業者負担 （１）商工会員の登録料は免除するが、会員外は 10,000 円を徴収する。 

（２）すべての登録事業者は、送金手数料の負担なし。 

23．回収商品券 

   の換金方法 

登録事業者の換金請求は以下の通り。 

（１）登録事業者は、回収した商品券に指定箇所へ記名もしくは押印し、令和 7 年

度新温泉町プレミアム商品券換金請求書（様式 2 号）とともに請求。 

（２）換金受付は 平日 10：00～16：00 の間。 

（３）事務局は換金請求書を精査し、問題がなければ 登録金融機関へ送金。 

（４）換金締切日は以下の通り。 

    ① 毎月 10 日までの請求分 → 15 日支払い 

② 毎月 25 日までの請求分 → 同月末日支払い 

※ 10 日または 25 日が金融機関休業日の場合、直前の営業日に支払い。 

24．商 品 券 の 

取 扱 制 限 

（１）中小登録店舗は、共通券および応援券の取り扱いが可能。 

（２）大型小売店舗は、共通券のみ取り扱い可能。 

25．大型小売店舗 大型小売店舗は、以下の業種を指す。 

・スーパーマーケット 

・ホームセンター 

・ドラッグストア 

【対象店舗】 

・ナカケー白川店、ナカケー湯村店 

・スーパーマルワ浜坂店 

・ジャンボ西村 

・フレッシュバザール浜坂店 

・ゴダイドラッグ浜坂店、ゴダイドラッグ湯村店 

 



 

（様式 1 号）                           No.      

令和 7 年度新温泉町プレミアム商品券事業  

登 録 申 込 書 

※令和６年度事業の登録事業者の申し込みは不要（辞退事業者は除く）ですが、 

登録内容の変更や利用促進 PR の周知を希望される場合は提出して下さい。 

新温泉町商工会長 様 

事 業 所 名 称 
※登録店舗一覧等に記載する名称を記載して下さい。 

所  在  地  美方郡新温泉町        番地 

代 表 者 氏 名  

電 話 番 号          0796 －    －       

業     種  

P R 文 
（20文字以内） 

※商品券で購入された際に粗品や割引等など具体的な取組を記載して下さい。 

振 込 先 金 融 機 関 

金 融 機 関 名 
（※ 注1） 

 銀  行 
信用金庫 

 
支 店 

口 座 番 号 普通 ・ 当座        

フ リ ガ ナ 
口 座 名 義 

 

 

【確認】口座確認のため、通帳の写しを提出してください。（通帳の見開きページ） 

（ ※ 注 1）振込先金融機関は但馬銀行・但馬信用金庫・鳥取信用金庫の町内支店となります。 

商工会受付印 

 



 

（様式 2 号）                           No.      

令和７年度新温泉町プレミアム商品券換金請求書 

（ゆかいな商品券） 
 

新温泉町商工会長 様 

使用済プレミアム商品券を下記のとおり換金請求いたします。 

 

記 
 

共 通 券 (全 店 舗 )  @1,000 ×    枚         円 

応援券(大型店舗以外)  @1,000 ×    枚         円 

合 計 枚         円 

請 求 年 月 日 令和  年  月  日 

 
～請 求 者～ 

住  所   新温泉町                       

事業所名                              

代表者名                                

担  当                                  

 

 

商工会受付印 

 

～ ご 注 意 ～ 

（１） 請求額を訂正した場合は、必ず訂正印を押して下さい。 

（２） この用紙は、各自でコピーしてご利用ください。 

（３）商品券は、冊子から取り外して換金して下さい。 

（４）重複防止のため、換金は締切毎に１回とします。 

（５）事業者は、本請求書と使用済商品券（指定箇所に記名もしくは事業所印の押印）を、 

令和 8 年 1 月 9 日（金）までに本会へ請求し、以降は無効とします。 

（６）換金受付は、事務処理の都合上、平日 10：00 から 16：00 までとします。 

（７）振込は、事業者が登録した金融機関に、下記の通り支払います。 

①毎月 10 日までの換金は、同月 15 日。 

②毎月 25 日までの換金は、同月末日。 

③換金日および支払日が休業日の場合は、前営業日とします。 

④最終の支払日は、令和 8 年 1 月 15 日（木）とします。 


